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社団法人全国家畜畜産物衛生指導協会

1. お近くの家畜保健衛生所

2. 地元の市町村役場

3. お近くの動物病院

　まず、学校において動物の飼育方法や健康管理について助言・指導して
いる獣医師さんや、最寄りの家畜保健衛生所に相談しましょう。獣医師
さんは、必要なら家畜保健衛生所と相談して、高病原性鳥インフルエンザ
についても適切な助言や指導をしてくれます。

●近くの都道府県で高病原性鳥インフルエンザが発生した場合は、獣医師さんが家畜保健
衛生所と相談し、必要に応じて、どうすべきかを指示をしてくれます。その指示にしたがい、
心配せずに子どもと鶏をふれ合わせてください。

●獣医師の助言等を必要とする場合は、都道府県等の獣医師会あるいは全国学校飼育
動物獣医師連絡協議会（電話番号0422-53-7099）にご相談下さい。

ご心配な時には

－安心してふれあうために－－安心してふれあうために－

高病原性鳥インフルエンザと
学校飼育鶏
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